
改正道路交通法（令和５年４月１日施行）により、全て
の自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義
務となりました。

就業中や経路途上に自転車を利用する時は、
ヘルメットを着用しましょう！
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令和3年度には、都内のシルバー人材センターで自転車利用時（電動自転車含む）に頭部に
傷害を受けた重篤事故も発生しています。ご自身の安全のためにもヘルメットを着用しま
しょう。

当財団では、㈱日本パレードと共同開発した、帽子型の自転車用ヘルメット「カポル」を紹介し
ています。帽子型のカバーを、季節や服装に合わせて、着せ替えできるオシャレなヘルメットで、
安全性はヨーロッパの厳しい[安全規格:CEマーク]に準拠し、
安心してお使いいただけます。シルバー人材センター事務局、
会員様個人でのご購入の場合、8,580~9,240円
（税込み・定価）から10％引き（９個まで）となります。
キャンペーン利用を希望する方は、都内センター送付済の専用
「カポル センター配送用申込書」等でお申込みください。
※現在、お届けまで数か月お時間が掛かっております。
お待たせして申し訳ございません。


